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第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、堺市環境影響評価条例（平成１８年条例第７８号。以下「条例」と

いう。）の施行について必要な事項を定める。 

（第１種分類事業） 

第２条 条例第２条第２号アの規則で定めるものは、別表第１の第１種分類事業の表に掲

げる事業（当該事業ごとに定める地域内において行われるものに限る。）のいずれかを

含む一の事業とする。 

（第２種分類事業） 

第３条 条例第２条第２号イの規則で定めるものは、別表第１の第２種分類事業の表に掲

げる事業（当該事業ごとに定める地域内において行われるものに限る。）のいずれかを

含む一の事業とする。 

 

第２章 環境影響評価等の手続 

 

第１節 配慮計画書の作成等 

 

第４条 削除 

（配慮計画書等の提出） 
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第５条 条例第８条第２項の規定による配慮計画書等の提出は、配慮計画書等提出書（様

式第１号）に添付して行わなければならない。 

（配慮計画書等の公告） 

第５条の２ 条例第９条第１項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものと

する。 

(1) 事業者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地） 

(2) 対象事業の名称、種類及び対象事業を予定している区域 

(3) 配慮計画書等の写しの縦覧の場所、期間及び時間 

(4) 配慮計画書等について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することが

できる旨 

(5) 条例第１０条の２第１項の意見書の提出期限及びその提出先 

(6) 前２号に掲げるもののほか、意見書の提出について必要な事項 

（配慮計画書等の写しの縦覧） 

第５条の３ 条例第９条第２項の規定による縦覧は、事業者の事務所その他市長が指定す

る場所において行わなければならない。 

（配慮計画書等の写しの公表） 

第５条の４ 条例第９条第２項の規定による公表は、事業者のウェブサイトに掲載するこ

とにより行わなければならない。 

（配慮計画書等についての意見書の記載事項） 

第５条の５ 条例第１０条の２第１項の規定により意見書を提出しようとする者は、当該

意見書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる

事務所の所在地） 

(2) 対象事業の名称 

(3) 配慮計画書等についての環境の保全の見地からの意見 

（配慮計画書等についての意見書の概要の縦覧の期間） 

第５条の６ 条例第１０条の２第２項の規定による縦覧は、同項の規定により事業者に意

見書の写しを送付した日から起算して３年間行うものとする。 

（配慮計画審査書の作成等に係る期間） 

第６条 条例第１１条第１項の規則で定める期間は、条例第９条第１項に規定する縦覧期

間の満了日の翌日から起算して６０日とする。 

（配慮計画審査書の写しの縦覧） 

第７条 条例第１１条第３項の規定による縦覧は、同条第１項の規定により事業者に配慮

計画審査書を送付した日から起算して３年間行うものとする。 

 

第２節 実施計画書の作成等 

 

（実施計画書の記載事項） 

第８条 条例第１２条第１項第９号の規則で定める事項は、対象事業を実施するに当たり
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必要な法令又は条例の規定による許認可等の種類とする。 

（実施計画書の提出） 

第９条 条例第１２条第２項の規定による実施計画書の提出は、環境影響評価実施計画書

提出書（様式第２号）に添付して行わなければならない。 

（実施計画書の公告） 

第１０条 条例第１３条第１項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものと

する。 

(1) 事業者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地） 

(2) 対象事業の名称、種類及び規模並びに対象事業の実施を予定している区域（以下「対

象事業実施区域」という。） 

(3) 環境影響評価を実施する地域 

（実施計画書の写しの公表） 

第１１条 第５条の４の規定は、条例第１３条第２項の規定による公表について準用する。

この場合において、第５条の４中「事業者」とあるのは、「第２種事業者」と読み替え

るものとする。 

（実施計画審査書の作成等に係る期間） 

第１２条 条例第１４条第１項の規則で定める期間は、６０日とする。 

（実施計画審査書の写しの縦覧） 

第１３条 第７条の規定は、条例第１４条第３項の規定による縦覧について準用する。こ

の場合において、第７条中「事業者」とあるのは「第２種事業者」と、「配慮計画審査

書」とあるのは「実施計画審査書」と読み替えるものとする。 

 

第３節 方法書の作成等 

 

（方法書の記載事項） 

第１４条 条例第１５条第１項第９号の規則で定める事項は、対象事業を実施するに当た

り必要な法令又は条例の規定による許認可等の種類とする。 

（方法書等の提出） 

第１５条 条例第１５条第２項の規定による方法書等の提出は、環境影響評価方法書等提

出書（様式第３号）に添付して行わなければならない。 

（方法書等の公告） 

第１６条 条例第１６条第１項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものと

する。 

(1) 事業者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地） 

(2) 対象事業の名称、種類及び規模並びに対象事業実施区域 

(3) 環境影響評価を実施する地域 

(4) 方法書等の写しの縦覧の場所、期間及び時間 

(5) 方法書等について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる
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旨 

(6) 条例第１８条第１項の意見書の提出期限及びその提出先 

(7) 前２号に掲げるもののほか、意見書の提出について必要な事項 

（方法書等の写しの縦覧） 

第１７条 第５条の３の規定は、条例第１６条第２項の規定による縦覧について準用する。

この場合において、第５条の３中「事業者」とあるのは、「第１種事業者」と読み替え

るものとする。 

（方法書等の写しの公表） 

第１７条の２ 第５条の４の規定は、条例第１６条第２項の規定による公表について準用

する。この場合において、第５条の４中「事業者」とあるのは、「第１種事業者」と読

み替えるものとする。 

（方法書説明会の日時及び場所の決定） 

第１７条の３ 第１種事業者は、条例第１７条の２第１項の規定による方法書説明会を開

催するときは、当該説明会に参加する者の参集の便を考慮して、その日時及び場所を定

めなければならない。 

（方法書説明会の開催の周知） 

第１７条の４ 条例第１７条の２第２項の規定による方法書説明会の開催の周知は、次の

各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 

(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 

(2) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項に規定する地縁によ

る団体の協力を得て行う印刷物の回覧又は配布による方法 

(3) 公共の場所の掲示板に掲示する方法 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法 

２ 条例第１７条の２第２項の規定による方法書説明会の開催の周知は、その日時及び場

所のほか、次に掲げる事項について行わなければならない。 

(1) 事業者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地） 

(2) 対象事業の名称、種類及び規模並びに対象事業実施区域 

(3) 環境影響評価を実施する地域 

（方法書説明会に係る説明会開催結果報告書の提出） 

第１７条の５ 条例第１７条の２第３項の規定による書類の提出は、説明会開催結果報告

書（様式第６号）により、説明会の終了後速やかに行わなければならない。 

（方法書説明会に係る説明会開催結果報告書の写しの縦覧） 

第１７条の６ 条例第１７条の２第４項の規定による縦覧は、同条第３項の規定により説

明会開催結果報告書の提出があった日から起算して３年間行うものとする。 

（方法書説明会に係る責めに帰することができない理由） 

第１７条の７ 条例第１７条の２第５項に規定する規則で定める理由は、次に掲げる理由

とする。 

(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。 

(2) 第１種事業者以外の者により説明会の公正かつ円滑な実施が著しく阻害され、説明
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会の目的を達成することができないことが明らかであること。 

（方法書の内容の周知） 

第１７条の８ 条例第１７条の２第５項の規定による周知は、当該方法書を要約した書類

を求めに応じて提供することその他適切な方法により行うものとする。 

（方法書等についての意見書の記載事項） 

第１８条 第５条の５の規定は、条例第１８条第１項の規定による意見書の提出について

準用する。この場合において、第５条の５第３号中「配慮計画書等」とあるのは、「方

法書等」と読み替えるものとする。 

（方法書等についての意見書の概要の縦覧の期間） 

第１９条 第５条の６の規定は、条例第１８条第２項の規定による縦覧について準用する。

この場合において、第５条の６中「事業者」とあるのは、「第１種事業者」と読み替え

るものとする。 

（方法書意見に係る見解書の提出） 

第２０条 条例第１９条第１項の規定による方法書意見に係る見解書の提出は、環境影響

評価方法書についての意見の概要及び方法書意見に対する見解書提出書（様式第４号）

に添付して行わなければならない。 

（方法書意見に係る見解書の写しの縦覧） 

第２１条 条例第１９条第２項の規定による縦覧は、同条第１項の規定により方法書意見

に係る見解書の提出があった日から起算して３年間行うものとする。 

（方法審査書の作成等に係る期間） 

第２２条 条例第２０条第１項の規則で定める期間は、条例第１９条第１項の規定による

方法書意見に係る見解書の提出があった日（条例第１８条第１項の規定による意見書の

提出がない場合にあっては、条例第１６条第１項に規定する縦覧期間の満了日の翌日）

から起算して９０日とする。 

（方法審査書の写しの縦覧） 

第２３条 第７条の規定は、条例第２０条第３項の規定による縦覧について準用する。こ

の場合において、第７条中「事業者」とあるのは「第１種事業者」と、「配慮計画審査

書」とあるのは「方法審査書」と読み替えるものとする。 

 

第４節 準備書の作成等 

 

（準備書の記載事項） 

第２４条 条例第２３条第１項第１０号の規則で定める事項は、対象事業について行われ

た環境影響評価その他の手続の経過の概要とする。 

（準備書等の提出） 

第２５条 条例第２３条第３項の規定による準備書等の提出は、環境影響評価準備書等提

出書（様式第５号）に添付して、別表第２に掲げる行為（２以上の行為がある場合にあ

っては、最初に行われる行為）が行われる日の前日までに行わなければならない。 

（関係地域の決定） 

第２６条 市長は、条例第２４条の規定により関係地域を決定するときは、次に掲げる事
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項について考慮するものとする。 

(1) 対象事業実施区域 

(2) 対象事業の実施以後に生じる人の移動又は物の流れによる環境影響の内容及び程度 

(3) 対象事業に密接に関連する事業等について環境影響評価を行った場合は、その事業

等に係る前２号に掲げる事項 

(4) 技術指針で定める環境影響評価の調査及び予測を行った地域 

（準備書等の公告） 

第２７条 第１６条の規定は、条例第２５条第１項の規定による公告について準用する。

この場合において、第１６条第３号中「環境影響評価を実施する地域」とあるのは「条

例第２４条に規定する関係地域」と、同条第４号及び第５号中「方法書等」とあるのは

「準備書等」と、同条第６号中「条例第１８条第１項」とあるのは「条例第２８条第１

項」と読み替えるものとする。  

（準備書等の写しの縦覧） 

第２８条 第５条の３の規定は、条例第２５条第２項の規定による縦覧について準用する。 

（準備書等の写しの公表） 

第２８条の２ 第５条の４の規定は、条例第２５条第２項の規定による公表について準用

する。 

（準備書説明会の日時及び場所の決定） 

第２９条 第１７条の３の規定は、条例第２７条第１項の規定による準備書説明会につい

て準用する。この場合において、第１７条の３中「第１種事業者」とあるのは、「事業

者」と読み替えるものとする。 

（準備書説明会の開催の周知） 

第３０条 第１７条の４の規定は、条例第２７条第２項において読み替えて準用する条例

第１７条の２第２項の規定による準備書説明会の開催の周知について準用する。この場

合において、第１７条の４第２項第３号中「環境影響評価を実施する地域」とあるのは、

「関係地域」と読み替えるものとする。 

（準備書説明会に係る説明会開催結果報告書の提出） 

第３１条 第１７条の５の規定は、条例第２７条第２項において読み替えて準用する条例

第１７条の２第３項の規定による書類の提出について準用する。 

（準備書説明会に係る説明会開催結果報告書の写しの縦覧） 

第３２条 第１７条の６の規定は、条例第２７条第２項において読み替えて準用する条例

第１７条の２第４項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第１７条

の６中「同条第３項」とあるのは、「条例第２７条第２項において読み替えて準用する

条例第１７条の２第３項」と読み替えるものとする。 

（準備書説明会に係る責めに帰することができない理由） 

第３３条 第１７条の７の規定は、条例第２７条第２項において読み替えて準用する条例

第１７条の２第５項に規定する規則で定める理由について準用する。この場合において、

第１７条の７第２号中「第１種事業者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとす

る。 

（準備書の内容の周知） 
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第３４条 第１７条の８の規定は、条例第２７条第２項において読み替えて準用する条例

第１７条の２第５項の規定による周知について準用する。この場合において、第１７条

の８中「方法書」とあるのは、「準備書」と読み替えるものとする。 

（準備書等についての意見書の記載事項） 

第３５条 第５条の５の規定は、条例第２８条第１項の規定による意見書の提出について

準用する。この場合において、第５条の５第３号中「配慮計画書等」とあるのは、「準

備書等」と読み替えるものとする。 

（準備書等についての意見書の概要の縦覧） 

第３６条 第５条の６の規定は、条例第２８条第２項の規定による縦覧について準用する。 

（準備書意見に係る見解書の提出） 

第３７条 条例第２９条第１項の規定による準備書意見に係る見解書の提出は、環境影響

評価準備書についての意見の概要及び準備書意見に対する見解書提出書（様式第７号）

に添付して行わなければならない。 

（準備書意見に係る見解書の写しの縦覧） 

第３８条 第２１条の規定は、条例第２９条第２項の規定による縦覧について準用する。

この場合において、第２１条中「方法書意見に係る見解書」とあるのは、「準備書意見

に係る見解書」と読み替えるものとする。 

（公聴会の開催） 

第３９条 条例第３０条第１項の公聴会は、特別の事情がある場合を除き、関係地域内に

おいて開催するものとする。 

２ 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催を予定する日の２０日前ま

でに、次に掲げる事項について公告するものとする。 

(1) 公聴会の開催を予定する日時及び場所 

(2) 事業者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

(3) 対象事業の名称 

(4) 意見を聴く事項 

(5) 次条に規定する公述申出書の提出に関する事項 

(6) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の開催について必要な事項 

３ 市長は、前項の規定による公告をしたときは、その旨を事業者に通知するものとする。 

（公述の申出） 

第４０条 準備書について環境の保全の見地から意見を有する者は、公聴会においてその

意見を述べようとするときは、前条第２項の規定による公告の日から起算して１０日以

内に市長に申し出なければならない。 

２ 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面（以下この節において「公

述申出書」という。）を市長に提出することにより行わなければならない。 

(1) 氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる

事務所の所在地）並びに電話番号 

(2) 意見を述べる対象である準備書に係る対象事業の名称 

(3) 準備書についての環境の保全の見地からの意見の要旨 

（公述人の指定） 
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第４１条 市長は、前条の規定により公述申出書を提出した者で意見の趣旨を同じくする

ものが多数あるときは、公聴会で意見を述べる者（以下この節において「公述人」とい

う。）を指定することができる。 

２ 市長は、前項の規定により公述人を指定したときは、その旨を公述申出書を提出した

者で公述人以外のものに通知するものとする。 

（公述時間） 

第４２条 市長は、公述人が意見を述べる時間（以下この節において「公述時間」という。）

を定めることができる。 

２ 市長は、前項の規定により公述時間を定めたときは、あらかじめその旨を公述人に通

知するものとする。 

（公聴会の議長） 

第４３条 公聴会の議長は、職員のうちから市長が指名する。 

（意見の陳述の中止命令等） 

第４４条 議長は、公述人が、公述時間を著しく超えて意見の陳述をし、又は不穏当な言

動をしたときは、その言動を中止させ、又は退場を命ずることができる。 

（傍聴人の入場制限） 

第４５条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴券の

発行その他の方法により傍聴人の入場を制限することができる。 

（公聴会の秩序維持） 

第４６条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序

を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。 

（公聴会の中止の通知等） 

第４７条 市長は、条例第３０条第１項ただし書の規定により公聴会を開催する必要がな

いと認め、これを開催しないときは、あらかじめその旨を事業者に通知するものとする。 

（公述意見見解書の提出） 

第４８条 条例第３１条第１項の規定による公述意見見解書の提出は、公述意見書の送付

を受けた日から起算して３０日以内に、公述意見見解書提出書（様式第８号）に添付し

て行わなければならない。 

（公述意見見解書の写しの縦覧） 

第４９条 第２１条の規定は、条例第３１条第２項の規定による縦覧について準用する。

この場合において、第２１条中「方法書意見に係る見解書」とあるのは、「公述意見見

解書」と読み替えるものとする。 

（準備審査書の作成等に係る期間） 

第５０条 条例第３２条第１項の規則で定める期間は、条例第２９条第１項の規定による

準備書意見に係る見解書の提出があった日（条例第２８条第１項の規定による意見書の

提出がない場合にあっては、条例第２５条第１項に規定する縦覧期間の満了日の翌日）

から起算して１２０日とする。 

（準備審査書の写しの縦覧） 

第５１条 第７条の規定は、条例第３２条第３項の規定による縦覧について準用する。こ

の場合において、第７条中「配慮計画審査書」とあるのは、「準備審査書」と読み替え
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るものとする。 

 

第５節 評価書の作成等 

 

（評価書等の提出） 

第５２条 条例第３３条第２項の規定による評価書等の提出は、環境影響評価書等提出書

（様式第９号）に添付して行わなければならない。 

（評価書等の公告） 

第５３条 第１６条（第５号から第７号までを除く。）の規定は、条例第３４条第１項の

規定による公告について準用する。この場合において、第１６条第３号中「環境影響評

価を実施する地域」とあるのは「条例第２４条に規定する関係地域」と、同条第４号中

「方法書等」とあるのは「評価書等」と読み替えるものとする。 

（評価書等の写しの縦覧） 

第５４条 第５条の３の規定は、条例第３４条第２項の規定による縦覧について準用する。 

（評価書等の写しの公表） 

第５４条の２ 第５条の４の規定は、条例第３４条第２項の規定による公表について準用

する。 

 

第６節 評価書の公告及び縦覧後の手続 

 

（工事の着手の届出） 

第５５条 条例第３８条第１項の規定による届出は、対象事業工事着手届（様式第１０号）

により行わなければならない。 

（工事の着手の届出書の写しの縦覧） 

第５６条 条例第３８条第２項（条例第３８条の２第２項において準用する場合を含む。）

の規定による縦覧は、条例第３８条第１項の規定による届出があった日から起算して３

年間行うものとする。 

（工事の完了の届出） 

第５６条の２ 条例第３８条の２第１項の規定による届出は、対象事業完了届（様式第１

１号）により行わなければならない。 

（事後調査計画書の提出） 

第５７条 条例第３９条第１項の規定による事後調査計画書の提出は、事後調査計画書提

出書（様式第１２号）に添付して行わなければならない。 

（事後調査計画書の公告） 

第５７条の２ 第１６条（第５号から第７号までを除く。）の規定は、条例第３９条第２

項の規定による公告について準用する。この場合において、第１６条第３号中「環境影

響評価を実施する地域」とあるのは「条例第２４条に規定する関係地域」と、同条第４

号中「方法書等」とあるのは「事後調査計画書」と読み替えるものとする。 

（事後調査計画書の写しの公表） 

第５７条の３ 第５条の４の規定は、条例第３９条第３項の規定による公表について準用
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する。 

（事後調査報告書の提出） 

第５８条 条例第４１条第３項の規定による事後調査報告書の提出は、事後調査報告書提

出書（様式第１３号）に添付して行わなければならない。 

（事後調査報告書の公告） 

第５８条の２ 第１６条（第５号から第７号までを除く。）の規定は、条例第４１条第４

項の規定による公告について準用する。この場合において、第１６条第１号中「事業者」

とあるのは「事業者等」と、同条第３号中「環境影響評価を実施する地域」とあるのは

「条例第２４条に規定する関係地域」と、同条第４号中「方法書等」とあるのは「事後

調査報告書」と読み替えるものとする。 

２ 条例第４３条第１項の規定により市長が必要と認める場合にあっては、条例第４１条

第４項の規定による公告は、前項において準用する第１６条第１号から第４号までに掲

げる事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。 

(1) 事後調査報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出すること

ができる旨 

(2) 条例第４３条第１項の意見書の提出期限及びその提出先 

(3) 前２号に掲げるもののほか、意見書の提出について必要な事項  

（事後調査報告書の写しの公表） 

第５９条 第５条の４の規定は、条例第４１条第５項の規定による公表について準用する。

この場合において、第５条の４中「事業者」とあるのは、「事業者等」と読み替えるも

のとする。 

（事後調査報告書についての意見書の記載事項） 

第６０条 第５条の５の規定は、条例第４３条第１項の規定による意見書の提出について

準用する。この場合において、第５条の５第３号中「配慮計画書」とあるのは、「事後

調査報告書」と読み替えるものとする。 

 

第３章 対象事業の内容の変更等 

 

（事業者の氏名等の変更の届出） 

第６１条 条例第４４条の規定による届出は、条例第８条第１項第１号に規定する事項を

変更した日から起算して３０日以内に、氏名変更等届出書（様式第１４号）により行わ

なければならない。 

（軽微な変更等） 

第６２条 条例第４５条第１項の規則で定める軽微な変更は、別表第３の左欄に掲げる対

象事業の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の右

欄に掲げる要件に該当するものとする。ただし、環境影響が相当な程度を超えて増加す

るおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。 

２ 条例第４５条第１項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。 

(1) 前項に規定する変更 

(2) 別表第３の左欄に掲げる対象事業の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事業
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の諸元の変更以外の変更 

(3) 前２号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更 

（対象事業の変更の届出） 

第６３条 条例第４５条第２項の規定による届出は、対象事業変更届出書（様式第１５号）

により行わなければならない。 

（対象事業の廃止等の届出） 

第６４条 条例第４６条第１項の規定による届出は、対象事業廃止等届出書（様式第１６

号）により行わなければならない。 

 

第４章 環境影響評価その他の手続の特例 

 

（都市計画に定められる対象事業に関する手続） 

第６５条 条例第４８条の規定により都市計画決定権者が事前配慮、環境影響評価その他

の手続を行う場合には、第５条、第９条、第１５条、第１７条の５、第２０条、第３１

条、第３７条、第５２条、第６３条及び第６４条の規定は、適用しない。 

２ 条例第４８条の規定により都市計画決定権者が事前配慮、環境影響評価その他の手続

を行う場合における条例第３章（第７節を除く。）及び第４章（第４７条を除く。）の

規定の適用については、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第７条の２ 事業者 都市計画決定権者（都市計画法（昭和

４３年法律第１００号）第１５条第１

項、第２２条第１項又は第８７条の２

第１項の規定により都市計画の決定

又は変更をする者をいう。以下同じ。） 

対象事業 都市計画対象事業（対象事業が都市計

画法第４条第７項に規定する市街地

開発事業として同法の規定により都

市計画に定められる場合における当

該対象事業又は対象事業に係る施設

が同条第５項に規定する都市施設と

して同法の規定により都市計画に定

められる場合における当該都市施設

に係る対象事業をいう。以下同じ。） 

第８条第１項の

各号列記以外の

部分 

事業者 都市計画決定権者 

第８条第 1項第

１号 

事業者の氏名及び住所（法人

にあっては、その名称、代表

者の氏名及び主たる事務所

都市計画決定権者の名称及び主たる

事務所の所在地 
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の所在地） 

第８条第 1項第

２号及び第３号 

対象事業 都市計画対象事業 

第８条第２項、

第９条第２項、

第１０条の２第

２項、第１１条

第１項及び第２

項並びに第１１

条の２ 

事業者 都市計画決定権者 

第１２条第１項 第２種分類事業に係る事業

者（以下「第２種事業者」と

いう。） 

第２種分類事業に該当する都市計画

対象事業に係る都市計画決定権者（以

下「第２種都市計画決定権者」とい

う。） 

対象事業 都市計画対象事業 

第１２条第１項

第１号 

事業者の氏名及び住所（法人

にあっては、その名称、代表

者の氏名及び主たる事務所

の所在地） 

都市計画決定権者の名称及び主たる

事務所の所在地 

第１２条第１項

第８号 

事業者 都市計画決定権者 

第１２条第２項

及び第３項、第

１３条第２項並

びに第１４条第

１項 

第２種事業者 第２種都市計画決定権者 

第１４条第２項 事業者 都市計画決定権者 

第１５条第１項 第１種分類事業に係る事業

者（以下「第１種事業者」と

いう。） 

第１種分類事業に該当する都市計画

対象事業に係る都市計画決定権者（以

下「第１種都市計画決定権者」とい

う。） 

対象事業 都市計画対象事業 

第１５条第１項

第１号 

事業者の氏名及び住所（法人

にあっては、その名称、代表

者の氏名及び主たる事務所

の所在地） 

都市計画決定権者の名称及び主たる

事務所の所在地 

第１５条第１項

第８号 

事業者 都市計画決定権者 

第１５条第２項 第１種事業者 第１種都市計画決定権者 
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第１６条第２

項、第１７条の

２第１項から第

３項まで及び第

５項並びに第１

８条第２項 

第１種事業者 第１種都市計画決定権者 

第１９条第１項 第１種事業者 第１種都市計画決定権者 

事業者 都市計画決定権者 

第２０条第１項 第１種事業者 第１種都市計画決定権者 

第２０条第１項

第３号及び同条

第２項 

事業者 都市計画決定権者 

第２１条第１項 第１種事業者 第１種都市計画決定権者 

対象事業 都市計画対象事業 

第２１条第２項 第２種事業者 第２種都市計画決定権者 

対象事業 都市計画対象事業 

第２１条第３項 事業者 都市計画決定権者 

第２２条 事業者 都市計画決定権者 

対象事業 都市計画対象事業 

第２３条第１項 第１種事業者 第１種都市計画決定権者 

対象事業 都市計画対象事業 

第２３条第１項

第１号 

第１５条第１項各号 規則第６５条第２項の規定により読

み替えて適用される第１５条第１項

各号 

第２３条第１項

第４号 

事業者 都市計画決定権者 

第２３条第１項

第６号 

事業の案、当該対象事業に密

接に関連する事業等 

都市計画の案、当該都市計画対象事業

に密接に関連する都市計画事業等 

第２３条第２項 第２種事業者 第２種都市計画決定権者 

対象事業 都市計画対象事業 

第２３条第２項

第１号 

第１２条第１項各号 規則第６５条第２項の規定により読

み替えて適用される第１２条第１項

各号 

第２３条第２項

第３号 

事業者 都市計画決定権者 

第２３条第３項 事業者 都市計画決定権者 

対象事業 都市計画対象事業 

第２４条 対象事業 都市計画対象事業 

事業者 都市計画決定権者 
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第２５条第２項 事業者 都市計画決定権者 

第２５条第４項 対象事業 都市計画対象事業 

第２７条第１項 事業者 都市計画決定権者 

第２７条第２項 第１７条の２第２項 規則第６５条第２項において読み替

えて適用される第１７条の２第２項 

事業者 都市計画決定権者 

第２７条第２項 規則第６５条第２項において読み替

えて適用される第２７条第２項 

第２８条第２

項、第２９条第

１項、第３０条

第２項、第３１

条の見出し及び

同条第１項並び

に第３２条 

事業者 都市計画決定権者 

第３３条第１項 事業者 都市計画決定権者 

第３３条第１項

第１号 

第２３条第１項各号又は同

条第２項各号 

規則第６５条第２項の規定により読

み替えて適用される第２３条第１項

各号又は同条第２項各号 

第３３条第２項 事業者 都市計画決定権者 

第３４条第２項 事業者 都市計画決定権者 

第３４条第３項 事業者 都市計画決定権者 

対象事業 都市計画対象事業 

第３５条 対象事業 都市計画対象事業 

第４４条 事業者 都市計画決定権者 

対象事業を完了する 第３４条第１項の規定による公告が

行われる 

第８条第１項第１号 規則第６５条第２項の規定により読

み替えて適用される第８条第１項第

１号 

第４５条の見出

し 

対象事業 都市計画対象事業 

第４５条第１項 事業者 都市計画決定権者 

対象事業を完了する 第３４条第１項の規定による公告が

行われる 

第１２条第１項第２号又は

第１５条第１項第２号 

規則第６５条第２項の規定により読

み替えて適用される第１２条第１項

第２号又は第１５条第１項第２号 

対象事業の名称等」という。） 都市計画対象事業の名称等」という。）
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を変更しようとする の変更に係る都市計画の変更をしよ

うとする 

当該変更後の事業 当該変更後の都市計画に係る事業 

当該変更後の対象事業 当該事項の変更後の都市計画対象事

業 

当該変更が 当該事項の変更が 

第４５条第２項 事業者 都市計画決定権者 

当該変更後の対象事業 当該事項の変更後の都市計画対象事

業 

第４５条第４項 対象事業の名称等 都市計画対象事業の名称等 

当該対象事業 当該都市計画対象事業に係る都市計

画の変更をしようとする場合におけ

る当該都市計画に係る事業 

事業者に 都市計画に係る事業者に 

第４６条の見出

し 

対象事業 都市計画対象事業 

第４６条第１項 事業者 都市計画決定権者 

対象事業を完了する 第３４条第１項の規定による公告が

行われる 

第４６条第１項

第１号 

対象事業を実施しない 対象事業又は対象事業に係る施設を

都市計画に定めない 

第４６条第１項

第２号 

対象事業の名称等 都市計画対象事業の名称等 

３ 条例第４８条の規定により都市計画決定権者が事前配慮、環境影響評価その他の手続

を行う場合における第２章（第６節を除く。）及び第３章の規定の適用については、次

の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は､それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

第５条の２第１

号 

事業者の氏名及び住所（法人

にあっては、その名称、代表

者の氏名及び主たる事務所

の所在地） 

都市計画決定権者の名称及び主たる

事務所の所在地 

第５条の２第２

号 

対象事業 都市計画対象事業 

第５条の３及び

第５条の４ 

条例第９条第２項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第９条第２項 

事業者 都市計画決定権者 

第５条の５第２

号 

対象事業 都市計画対象事業 

第５条の６ 条例第１０条の２第２項 第６５条第２項において読み替えて
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適用される条例第１０条の２第２項 

事業者 都市計画決定権者 

第６条 条例第１１条第１項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第１１条第１項 

第７条 同条第１項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第１１条第１項 

事業者 都市計画決定権者 

第１０条第１号 事業者の氏名及び住所（法人

にあっては、その名称、代表

者の氏名及び主たる事務所

の所在地） 

都市計画決定権者の名称及び主たる

事務所の所在地 

第１０条第２号 対象事業 都市計画対象事業 

第１１条 条例第１３条第２項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第１３条第２項 

第１２条 条例第１４条第１項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第１４条第１項 

第１３条 第７条 第６５条第３項において読み替えて

適用される第７条 

第１６条第１号 事業者の氏名及び住所（法人

にあっては、その名称、代表

者の氏名及び主たる事務所

の所在地） 

都市計画決定権者の名称及び主たる

事務所の所在地 

第１６条第２号 対象事業 都市計画対象事業 

第１７条 第５条の３ 第６５条第３項において読み替えて

適用される第５条の３ 

条例第１６条第２項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第１６条第２項 

第１７条の２ 第５条の４ 第６５条第３項において読み替えて

適用される第５条の４ 

条例第１６条第２項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第１６条第２項 

第１７条の３ 第１種事業者 第１種都市計画決定権者 

条例第１７条の２第１項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第１７条の２第１項 

第１７条の４第

１項 

条例第１７条の２第２項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第１７条の２第２項 

第１７条の４第

２項 

条例第１７条の２第２項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第１７条の２第２項 

第１７条の４第 事業者の氏名及び住所（法人 都市計画決定権者の名称及び主たる
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２項第１号 にあっては、その名称、代表

者の氏名及び主たる事務所

の所在地） 

事務所の所在地 

第１７条の４第

２項第２号 

対象事業 都市計画対象事業 

第１７条の６ 同条第３項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第１７条の２第３項 

第１７条の７ 条例第１７条の２第５項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第１７条の２第５項 

第１７条の７第

２号 

第１種事業者 第１種都市計画決定権者 

第１７条の８ 条例第１７条の２第５項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第１７条の２第５項 

第１８条 第５条の５ 第６５条第３項において読み替えて

適用される第５条の５ 

第１９条 

 

第５条の６ 

 

第６５条第３項において読み替えて

適用される第５条の６ 

条例第１８条第２項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第１８条第２項 

第２１条 同条第１項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第１９条第１項 

第２２条 条例第２０条第１項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第２０条第１項 

第２３条 第７条 第６５条第３項において読み替えて

適用される第７条 

条例第２０条第３項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第２０条第３項 

第２５条 条例第２３条第３項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第２３条第３項 

環境影響評価準備書等提出

書（様式第５号）に添付して、

別表第２に 

別表第２に 

第２６条 条例第２４条 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第２４条 

対象事業 都市計画対象事業 

第２７条 第１６条 第６５条第３項において読み替えて

適用される第１６条 

第２８条 第５条の３ 第６５条第３項において読み替えて

適用される第５条の３ 
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条例第２５条第２項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第２５条第２項 

第２８条の２ 第５条の４ 第６５条第３項において読み替えて

適用される第５条の４ 

条例第２５条第２項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第２５条第２項 

第２９条 第１７条の３ 第６５条第３項において読み替えて

適用される第１７条の３ 

条例第２７条第１項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第２７条第１項 

第１種事業者 第１種都市計画決定権者 

「事業者 「都市計画決定権者 

第３０条 第１７条の４ 第６５条第３項において読み替えて

適用される第１７条の４ 

条例第２７条第２項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第２７条第２項 

第３２条 第１７条の６ 第６５条第３項において読み替えて

適用される第１７条の６ 

条例第２７条第２項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第２７条第２項 

条例第２７条第２項におい

て読み替えて準用する条例

第１７条の２第３項 

条例第１７条の２第３項 

第３３条 第１７条の７ 第６５条第３項において読み替えて

適用される第１７条の７ 

条例第２７条第２項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第２７条第２項 

第１７条の７第２号 第６５条第３項において読み替えて

適用される第１７条の７第２号 

第１種事業者 第１種都市計画決定権者 

「事業者 「都市計画決定権者 

第３４条 第１７条の８ 第６５条第３項において読み替えて

適用される第１７条の８ 

条例第２７条第２項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第２７条第２項 

第３５条 第５条の５ 第６５条第３項において読み替えて

適用される第５条の５ 

第３６条 第５条の６ 第６５条第３項において読み替えて

適用される第５条の６ 
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条例第２８条第２項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第２８条第２項 

第３８条 第２１条 第６５条第３項において読み替えて

適用される第２１条 

方法書意見に係る見解書 条例第１９条第１項の規定により方

法書意見に係る見解書 

準備書意見に係る見解書 条例第２９条第１項の規定により準

備書意見に係る見解書 

第３９条第２項

第２号 

事業者の氏名（法人にあって

は、その名称及び代表者の氏

名） 

都市計画決定権者の名称 

第３９条第２項

第３号 

対象事業 都市計画対象事業 

第３９条第３項 事業者 都市計画決定権者 

第４０条第２項

第２号 

対象事業 都市計画対象事業 

第４７条 事業者 都市計画決定権者 

第４８条 条例第３１条第１項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第３１条第１項 

、公述意見見解書提出書（様

式第８号）に添付して行わな

ければならない 

行わなければならない 

第４９条 第２１条 第６５条第３項において読み替えて

適用される第２１条 

方法書意見に係る見解書 条例第１９条第１項の規定により方

法書意見に係る見解書 

公述意見見解書 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第３１条第１項の規

定により公述意見見解書 

第５０条 条例第３２条第１項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第３２条第１項 

条例第２９条第１項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第２９条第１項 

第５１条 第７条 第６５条第３項において読み替えて

適用される第７条 

第５３条 第１６条 第６５条第３項において読み替えて

適用される第１６条 

第５４条 第５条の３ 第６５条第３項において読み替えて

適用される第５条の３ 
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条例第３４条第２項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第３４条第２項 

第５４条の２ 第５条の４ 第６５条第３項において読み替えて

適用される第５条の４ 

条例第３４条第２項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第３４条第２項 

第６１条 条例第４４条 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第４４条 

条例第８条第１項第１号 第６５条第２項の規定により読み替

えて適用される条例第８条第１項第

１号 

、氏名変更等届出書（様式第

１４号）により行わなければ

ならない 

行わなければならない 

第６２条第１項 条例第４５条第１項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第４５条第１項 

第６２条第２項 条例第４５条第１項 第６５条第２項において読み替えて

適用される条例第４５条第１項 

（都市計画に係る手続との調整） 

第６６条 都市計画決定権者は、条例第４８条の規定により環境影響評価その他の手続を

行う場合は、市長が行う条例第３４条第１項の規定による公告を、都市計画法第２０条

第１項（同法第２１条第２項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による

告示と併せて行わなければならない。 

２ 都市計画決定権者は、条例第４８条の規定により環境影響評価その他の手続を行う場

合は、条例第３４条第１項の規定により縦覧に供する評価書等を、都市計画法第２０条

第２項に規定する図書と併せて縦覧に供しなければならない。 

（事業者の届出等） 

第６７条 都市計画決定権者は、都市計画対象事業に係る都市計画について、都市計画法

第２０条第１項の規定による告示を行ったときは、速やかに事業者届出書（様式第１７

号）により市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、都市計画対象事業に係る評価書の写

しを事業者に送付するものとする。 

（事業者の行う環境影響評価との調整） 

第６８条 事業者が条例第８条第１項の規定により配慮計画書を作成してから市長が条例

第９条第１項の規定による公告を行うまでの間において、当該配慮計画書に係る対象事

業又は対象事業に係る施設（以下この条において「対象事業等」という。）を都市計画

に定めようとする都市計画決定権者が当該事業者にその旨を通知した場合における当該

都市計画に係る対象事業等については、条例第４８条の規定は、当該事業者がその通知

を受けたときから適用する。この場合において、当該事業者は、その通知を受けた後、
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直ちに当該配慮計画書を都市計画決定権者に送付しなければならない。 

２ 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手

続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた環境影響評価に

関する手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。 

３ 市長が条例第９条第１項の規定による公告を行ってから条例第１６条第１項の規定に

よる公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めよ

うとする都市計画決定権者が、これらの公告に係る事業者にその旨を通知したときは、

当該事業者は、当該都市計画に係る方法書を作成していない場合にあっては作成した後

速やかに、方法書を既に作成している場合にあっては当該通知を受けた後直ちに、当該

方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。この場合において、当該都市計

画に係る対象事業については、条例第４８条の規定は、都市計画決定権者が当該方法書

の送付を受けたときから適用する。 

４ 市長が条例第１６条第１項の規定による公告を行ってから条例第２５条第１項の規定

による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定め

ようとする都市計画決定権者が、これらの公告に係る事業者にその旨を通知したときは、

当該事業者は、当該都市計画に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後

速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては当該通知を受けた後直ちに、当該

準備書を都市計画決定権者に送付しなければならない。この場合において、当該都市計

画に係る対象事業については、条例第４８条の規定は、都市計画決定権者が当該準備書

の送付を受けたときから適用する。 

５ 第２項の規定は、前２項の規定による送付の前における環境影響評価に関する手続に

ついて準用する。 

６ 市長が条例第２５条第１項の規定による公告を行ってから条例第３４条第１項の規定

による公告を行うまでの間において、第４項の都市計画につき都市計画法第１７条第１

項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、事業

者が引き続き条例第３章第５節及び第６節の規定による環境影響評価その他の手続を行

うものとし、条例第４８条の規定は、適用しない。この場合において、当該事業者は、

条例第３４条第１項の規定による公告後、速やかに都市計画決定権者に当該公告に係る

評価書を送付しなければならない。 

（事業者等の協力） 

第６９条 都市計画決定権者は、条例第４８条の規定による環境影響評価その他の手続を

行うための資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を事業者に対して求めるこ

とができる。 

 

第５章 対象事業に該当しない事業に対する措置等 

 

（複合開発事業） 

第７０条 条例第４９条第１項の規則で定める条件は、次に掲げる要件の全てを満たすこ

ととする。 

(1) 一の事業の着手予定日から２年以内に他の事業の着手が計画されていること。 
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(2) それぞれの事業を併せて一の事業とみなしたときに、対象事業と同等以上の環境影

響が発生するおそれがあると認められること。  

（自主的な環境影響評価等の申出等） 

第７１条 条例第５０条の規定により条例に準じた環境影響評価等を行おうとする者は、

自主的環境影響評価実施申出書（様式第１８号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により自主的環境影響評価実施申出書を提出した者は、第２種事業者とみ

なす。 

 

第６章 雑則 

 

（身分証明書） 

第７２条 条例第６１条第２項に規定する証明書は、身分証明書（様式第１９号）とする。 

（委任） 

第７３条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

（別表第１の１の項の表の特例） 

２ 別表第１の１の項の表の備考の適用については、当分の間、同項の表の備考の規定に

かかわらず、次のとおりとする。 

備考 

１ この表において、「Ａ地域」とは都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）

第２条第３項に規定する都市再生緊急整備地域及び都市計画法第８条第１項第１

号に規定する工業専用地域を、「Ｂ地域」とは同法第７条第２項に規定する市街化

区域のうち「Ａ地域」を除く地域を、「Ｄ地域」とは同条第３項に規定する市街化

調整区域のうち市長が告示した地域を、「Ｃ地域」とは市街化調整区域のうち「Ｄ

地域」を除く地域をいう。 

２ この表の第４号の出力には、大阪府気候変動対策の推進に関する条例（平成１７

年大阪府条例第１００号）第３３条第１項の規定による届出に係る発電設備の出力

を含まないものとする。 

３ この表の第５号アからウまでにおいて、施設の更新（施設の廃止を伴うもので、

当該施設と同一の種類の一般廃棄物又は産業廃棄物を処理する当該施設と同一の

種類の施設の設置をいう。以下この項において同じ。）を行う場合における処理能

力とは、更新の後に増加することとなる処理能力とする。 

４ この表の第５号ウにおける換算は、次の表の左欄に掲げる燃料の種類ごとに、そ

れぞれ同表の中欄に掲げる量を同表の右欄に掲げる量に換算するものとする。 

燃料の種類 燃料の量 重油の量 

原油又は軽油 １リットル ０.９５リットル 
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ナフサ又は灯油 １リットル ０.９０リットル 

液化天然ガス １キログラム １.３リットル 

液化石油ガス １キログラム １.２リットル 

都市ガス（温度摂氏０

度、圧力１気圧の状態

に換算して１立方メ

ートル当たり４５,０

００キロジュールの

熱量を有するもの） 

温度摂氏０度、圧力１気圧

の状態に換算した１立方

メートル 

１.１４リットル 

その他の燃料 １リットル（固形燃料又は

気体燃料にあっては、１キ

ログラム） 

当該燃料の量１リットル（固

形燃料又は気体燃料にあっ

ては、１キログラム）当たり

の発熱量に相当する発熱量

を有する重油（発熱量１リッ

トル当たり３９,６００キロ

ジュール）の量 

５ この表の第７号アの規定による換算に当たっては、この表の第４号ア及びイ並び

に第５号ア及びイに該当する事業に係るばい煙発生施設等並びに大阪府気候変動

対策の推進に関する条例第３３条第１項の規定による届出に係る発電設備の燃料

及び原料の量を重油に換算した量については、これを算定しない。 

６ この表の第７号イの規定による平均排出水量の算定に当たっては、この表の第４

号ア及びイ並びに第５号ア及びイに該当する事業に係る特定施設等又は届出施設

の平均排出水量については、これを算定しない。 

７ この表の第７号において、施設の増設又は更新（施設の廃止を伴うもので、当該

施設と同一の種類の施設（ごみ処理施設及び産業廃棄物焼却施設にあっては、処理

する一般廃棄物又は産業廃棄物の種類が廃止する施設と同一のものであるものに

限る。）の設置をいう。以下この項において同じ。）を行う場合における「燃料及

び原料の量を重油に換算した量」及び「平均排出水量」とは、それぞれその施設又

は更新の後に増加することとなる重油に換算された量及び平均排出水量をいう。 

８ この表の第７号アにおける原料の量の重油の量への換算は、次の表の左欄に掲げ

る原料の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる量を同表の右欄に掲げる量に換

算して行うものとする。 

原料の種類 原料の量 重油の量 

大気汚染防止法施行令（昭

和４３年政令第３２９号）

別表第１（以下「令別表」

という。）の３の項に掲げ

る焼却炉において用いら

れる原料 

１キログラム ０.２３リットル 
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令別表８の項に掲げる触

媒再生塔において用いら

れる原料 

１リットル ０.０２３リットル 

令別表１２の項に掲げる

電気炉（アーク炉に限る。）

において用いられる原料 

１キログラム ０.０８リットル 

令別表１３の項に掲げる

廃棄物焼却炉において用

いられる一般廃棄物 

１キログラム ０.５６リットル 

その他の原料 １キログラム 当該原料の量１キログラム当

たりの処理に伴い発生する窒

素酸化物の量に相当する窒素

酸化物の量を排出する重油（重

油１リットル当たり窒素酸化

物を０.００２３６キログラム

排出するものとする。）の量 

９ この表の第７号アによる燃料の量の重油の量への換算については、備考４の規定

を準用して行うものとする。ただし、備考８において重油の量への換算が行われる

原料を使用するばい煙発生施設等において使用される燃料の量については、重油の

量への換算は行わない。 

 （別表第１の２の項の表の特例） 

３ 別表第１の２の項の表の備考の適用については、当分の間、同項の表の備考の規定に

かかわらず、次のとおりとする。 

備考 

１ この表において、「Ａ地域」とは都市再生特別措置法第２条第３項に規定する都

市再生緊急整備地域及び都市計画法第８条第１項第１号に規定する工業専用地域

を、「Ｂ地域」とは同法第７条第２項に規定する市街化区域のうち「Ａ地域」を除

く地域を、「Ｄ地域」とは同条第３項に規定する市街化調整区域のうち市長が告示

した地域を、「Ｃ地域」とは市街化調整区域のうち「Ｄ地域」を除く地域をいう。 

２ この表の第３号において、施設の増設又は更新（施設の廃止を伴うもので、当該

施設と同一の種類の施設の設置をいう。以下この項において同じ。）を行う場合に

おける「平均汚水等排出水量」とは、それぞれ増設又は更新の後に増加することと

なる平均汚水等排出水量をいう。 

 

附 則（平成２１年規則第１４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の改正規定は、平成２１年４

月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の堺市環境影響評価条例施行規則（以
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下「旧規則」という。）第１１条の規定において準用する旧規則第７条の規定により行

われている実施計画書の写しの縦覧（４５日間を超えて縦覧に供されているものに限

る。）については、この規則の公布の日をもって縦覧期間が満了したものとみなす。 

３ この規則の施行の際、現に旧規則第３２条又は第５６条の規定において準用する旧規

則第７条の規定により行われている説明会開催結果報告書の写し又は工事の着手の届出

書等の写しの縦覧（事業者の事務所その他市長が指定する場所において行われているも

のに限る。）については、この規則の公布の日をもって縦覧を終了するものとする。 

 

附 則（平成２３年規則第８３号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の第６号及び第２１号オの改正

規定は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２４年規則第５９号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、第７０条の改正規定、別表第

２の第１号イの改正規定中「道路整備特別措置法」の次に「（昭和３１年法律第７号）」

を加える部分及び同表の第１６号の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

   附 則（平成２５年規則第１１４号） 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２７年規則第８７号） 

 この規則は、平成２７年７月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２７年規則第９５号） 

 この規則は、水防法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２２号）附則第１条本

文の政令で定める日から施行する。 

 

   附 則（平成２８年規則第１６号） 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２９年規則第３０号） 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２９年規則第９２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(令和２年規則第９３号) 

(施行期日) 

１ この規則は、令和２年１１月１日から施行する。 

(経過措置) 
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２ この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市環境影響評価条例施行規則の様式

に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規

則による改正後の堺市環境影響評価条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみな

して使用することができる。 

 

附 則（令和４年規則第３９号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則（令和４年規則第６７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成

され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則

の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。 

 

 附 則（令和５年規則第４４号） 

 この規則は、令和５年５月２６日から施行する。 

 

附 則（令和５年規則第４４号） 

 この規則は、令和５年５月２６日から施行する。 

 

附 則（令和６年規則第４８号） 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第２条、第３条関係） 

１ 第１種分類事業 

(1) 条例

別表第

１号に

掲げる

事業 

ア 高速自動車国道法

（昭和３２年法律第７

９号）第４条第１項に

規定する高速自動車国

道（以下「高速自動車

国道」という。）の改

築の事業 

全地域（市

の区域全体

をいう。以

下同じ。） 

車線（道路構造令（昭和４５

年政令第３２０号）第２条第

７号に規定する登坂車線、同

条第８号に規定する屈折車線

及び同条第９号に規定する変

速車線を除く。以下同じ。）

の数の増加を伴うもの 

イ 独立行政法人日本高

速道路保有・債務返済

機構法（平成１６年法

律第１００号）第１２

条第１項第４号に規定

する阪神高速道路（以

全地域  
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下「阪神高速道路」と

いう。）の新設の事業 

ウ 阪神高速道路の改築

の事業 

全地域 車線の数の増加を伴うもの 

エ 道路法（昭和２７年

法律第１８０号）第４

８条の２第１項又は第

２項の自動車のみの一

般交通の用に供する道

路（阪神高速道路を除

く。以下「自動車専用

道路」という。）の新

設の事業 

全地域  

オ 自動車専用道路の改

築の事業 

全地域 車線の数の増加を伴うもの 

カ 道路法第３条の道路

（高速自動車国道、阪

神高速道路及び自動車

専用道路を除く。以下

「一般国道等」とい

う。）の新設の事業 

全地域 車線の数が４以上であり、か

つ、長さが３キロメートル以

上である道路を設けるもの 

キ 一般国道等の改築の

事業であって道路の区

域を変更して車線の数

を増加させ、又は新た

に道路を設けるもの 

全地域 

 

 

 

車線の数の増加に係る部分

（改築後の車線の数が４以上

であるものに限る。）及び変

更後の道路の区域において新

たに設けられる道路の部分

（車線の数が４以上であるも

のに限る。）の長さの合計が

３キロメートル以上であるも

の 

ク 道路運送法（昭和２

６年法律第１８３号）

第２条第８項に規定す

る自動車道（以下「自

動車道」という。）の

新設の事業 

全地域 車線の数が４以上であり、か

つ、長さが３キロメートル以

上である道を設けるもの 

ケ 自動車道の改築の事

業であって道の区域を

変更して車線の数を増

全地域 車線の数の増加に係る部分

（改築後の車線の数が４以上

であるものに限る。）及び変
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加させ、又は新たに道

を設けるもの 

更後の道の区域において新た

に設けられる道の部分（車線

の数が４以上であるものに限

る。）の長さの合計が３キロ

メートル以上である道を設け

るもの 

(2) 条例

別表第

２号に

掲げる

事業 

ア 鉄道事業法（昭和６

１年法律第９２号）に

よる鉄道（案内軌条式

鉄道、無軌条電車、鋼

索鉄道、浮上式鉄道そ

の他の特殊な構造を有

する鉄道並びに新幹線

鉄道及び新幹線鉄道規

格新線を除く。以下「普

通鉄道」という。）の

建設（全国新幹線鉄道

整備法（昭和４５年法

律第７１号）附則第６

項第２号の新幹線鉄道

直通線の建設を除く。）

の事業 

全地域 長さが３キロメートル以上で

ある鉄道を設けるもの 

イ 普通鉄道に係る鉄道

施設の改良（本線路の

増設（一の停車場に係

るものを除く。）又は

地下移設、高架移設そ

の他の移設（軽微な移

設を除く。）に限る。）

の事業 

全地域 改良に係る部分の長さが３キ

ロメートル以上であるもの 

ウ 軌道法（大正１０年

法律第７６号）による

新設軌道（普通鉄道の

構造と同様の構造を有

するものに限る。以下

「新設軌道」という。）

の建設の事業 

全地域 長さが３キロメートル以上で

ある軌道を設けるもの 
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エ 新設軌道に係る線路

の改良（本線路の増設（一

の停車場に係るものを除

く。）又は地下移設、高

架移設その他の移設（軽

微な移設を除く。）に限

る。）の事業 

全地域 改良に係る部分の長さが３キ

ロメートル以上であるもの 

(3) 条例

別表第

３号に

掲げる

事業 

ア 航空法施行規則（昭

和２７年運輸省令第５

６号）第７５条第１項

に規定するへリポート

の新設の事業 

全地域  

イ 施設の範囲の増加を

伴うヘリポートの改良

の事業 

全地域  

(4) 条例

別表第

４号に

掲げる

事業 

ア 火力発電所の設置の

工事の事業 

全地域 出力が２０,０００キロワッ

ト以上であるもの 

イ 火力発電所の変更の

工事の事業 

全地域 出力が２０,０００キロワッ

ト以上である発電設備の新設

を伴うもの 

(5) 条例

別表第

５号に

掲げる

事業 

ア 廃棄物の処理及び清

掃に関する法律（昭和

４５年法律第１３７

号。以下「廃棄物処理

法」という。）第８条

第１項のごみ処理施設

（以下「ごみ処理施設」

という。）の設置の事

業 

全地域 一の事業場に設置されるごみ

処理施設のうち焼却施設にあ

っては処理能力の合計が１日

当たり１００トン以上、焼却

施設以外のごみ処理施設にあ

っては処理能力の合計が１日

当たり２００トン以上である

もの 

イ 廃棄物処理法第８条

第１項のし尿処理施設

（以下「し尿処理施設」

という。）の設置の事

業 

全地域 一の事業場に設置されるし尿

処理施設の処理能力の合計が

１日当たり１００キロリット

ル以上であるもの 

ウ 廃棄物処理法第１５

条第１項に規定する産

業廃棄物処理施設のう

ち産業廃棄物の焼却施

設（以下「産業廃棄物

全地域 一の工場又は事業場に設置さ

れる産業廃棄物焼却施設の処

理能力（１日の稼働時間が８

時間未満の場合にあっては、

８時間として算出した処理能
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焼却施設」という。）

の設置の事業 

力）の合計が１日当たり１０

０トン以上（汚泥、廃酸又は

廃アルカリを焼却する産業廃

棄物焼却施設にあっては、バ

ーナーを定格能力で運転する

場合において使用される燃料

の量を重油に換算した量が１

時間当たり４キロリットル以

上）であるもの 

エ 廃棄物処理法第８条

第１項の一般廃棄物の

最終処分場（以下「一

般廃棄物最終処分場」

という。）又は廃棄物

処理法第１５条第１項

の産業廃棄物の最終処

分場（以下「産業廃棄

物最終処分場」とい

う。）の設置の事業 

全地域 埋立処分の用に供される場所

の面積が７．５ヘクタール以

上であるもの 

オ 一般廃棄物最終処分

場又は産業廃棄物最終

処分場の規模の変更の

事業 

全地域 埋立処分の用に供される場所

の面積が７．５ヘクタール以

上増加するもの 

(6) 条例

別表第

６号に

掲げる

事業 

下水道法（昭和３３年法

律第７９号）第２条第６

号に掲げる終末処理場

（以下「終末処理場」と

いう。）の新設又は増設

の事業 

全地域 計画処理人口（増設の場合に

あっては、増加することとな

る計画処理人口）が１００,

０００人以上であるもの 

(7) 条例

別表第

７号に

掲げる

事業 

ア 大気汚染防止法（昭

和４３年法律第９７

号）第２条第２項に規

定するばい煙発生施設

又は大阪府生活環境の

保全等に関する条例

（平成６年大阪府条例

第６号）第１７条第３

項に規定する届出施設

（以下「ばい煙発生施

全地域 一の工場又は事業場（終末処

理場を除く。）に設置される

ばい煙発生施設等を定格能力

で運転する場合において使用

される燃料及び原料の量を重

油に換算した量が１時間当た

り４キロリットル以上である

もの 
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設等」という。）を設

置する工場又は事業場

（終末処理場を除く。）

の設置及び増設の事業 

イ 水質汚濁防止法（昭

和４５年法律第１３８

号）第２条第２項に規

定する特定施設若しく

は同条第３項に規定す

る指定地域特定施設

（以下「特定施設等」

という。）又は大阪府

生活環境の保全等に関

する条例第４９条第２

項に規定する届出施設

（以下「届出施設」と

いう。）を設置する工

場又は事業場（終末処

理場を除く。）の設置

及び増設の事業 

全地域 特定施設等又は届出施設を設

置する工場又は事業場（終末

処理場を除く。）から排出さ

れる１日当たりの平均的な排

出水の量（以下「平均排出水

量」という。）が１０,０００

立方メートル以上であるもの 

(8) 条例

別表第

９号に

掲げる

事業 

建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）第２条

第 1号に掲げる建築物（以

下「建築物」という。）

の新築の事業 

全地域 建築基準法施行令（昭和２５

年政令第３３８号）第２条第

１項第４号に掲げる延べ面積

が１００,０００平方メート

ル以上で、かつ、同項第６号

に掲げる建築物の高さが１５ 

０メートル以上であるもの 

(9) 条例

別表第

１０号

に掲げ

る事業 

公有水面埋立法（大正１

０年法律第５７号）第１

条第１項の公有水面の埋

立て又は同条第２項の公

有水面の干拓の事業 

全地域 埋立又は干拓に係る区域の面

積が１５ヘクタールを超える

もの 

(10) 条

例別表

第１１

土地区画整理法（昭和２

９年法律第１１９号）第

２条第１項に規定する土

Ａ地域 施行区域の面積が５０ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｂ地域 施行区域の面積が４５ヘクタ
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号に掲

げる事

業 

地区画整理事業である事

業 

ール以上であるもの 

Ｃ地域 施行区域の面積が３０ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｄ地域 施行区域の面積が１５ヘクタ

ール以上であるもの 

(11) 条

例別表

第１２

号に掲

げる事

業 

新住宅市街地開発法（昭

和３８年法律第１３４

号）第２条第１項に規定

する新住宅市街地開発事

業である事業 

Ａ地域 施行区域の面積が５０ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｂ地域 施行区域の面積が４５ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｃ地域 施行区域の面積が３０ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｄ地域 施行区域の面積が１５ヘクタ

ール以上であるもの 

(12) 条

例別表

第１３

号に掲

げる事

業 

ア 近畿圏の近郊整備区

域及び都市開発区域の

整備及び開発に関する

法律（昭和３９年法律

第１４５号）第２条第

４項に規定する工業団

地造成事業である事業 

Ａ地域 施行区域の面積が５０ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｂ地域 施行区域の面積が４５ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｃ地域 施行区域の面積が３０ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｄ地域 施行区域の面積が１５ヘクタ

ール以上であるもの 

イ 工場立地法（昭和３

４年法律第２４号）第

４条第１項第３号イに

掲げる工業団地の造成

の事業 

Ａ地域 工業団地の面積が５０ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｂ地域 工業団地の面積が４５ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｃ地域 工業団地の面積が３０ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｄ地域 工業団地の面積が１５ヘクタ

ール以上であるもの 

(13) 条

例別表

第１４

号に掲

げる事

業 

新都市基盤整備法（昭和

４７年法律第８６号）第

２条第１項に規定する新

都市基盤整備事業である

事業 

Ａ地域 施行区域の面積が５０ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｂ地域 施行区域の面積が４５ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｃ地域 施行区域の面積が３０ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｄ地域 施行区域の面積が１５ヘクタ

ール以上であるもの 

(14) 条

例別表

流通業務市街地の整備に

関する法律（昭和４１年

Ａ地域 施行区域の面積が５０ヘクタ

ール以上であるもの 
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第１５

号に掲

げる事

業 

法律第１１０号）第２条

第２項に規定する流通業

務団地造成事業である事

業 

Ｂ地域 施行区域の面積が４５ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｃ地域 施行区域の面積が３０ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｄ地域 施行区域の面積が１５ヘクタ

ール以上であるもの 

(15) 条

例別表

第１８

号に掲

げる事

業 

ア 採石法（昭和２５年

法律第２９１号）第３

３条の認可を受けて行

う岩石の採取（以下「採

石」という。）の事業 

Ａ及びＢ地

域 

岩石採取場における採掘箇所

の面積（以下「採掘面積」と

いう。）が２０ヘクタール以

上であるもの 

Ｃ地域 採掘面積が１５ヘクタール以

上であるもの 

Ｄ地域 採掘面積が７．５ヘクタール

以上であるもの 

イ 採石の事業の規模の

変更の事業 

Ａ及びＢ地

域 

採掘面積が２０ヘクタール以

上増加するもの 

Ｃ地域 採掘面積が１５ヘクタール以

上増加するもの 

Ｄ地域 採掘面積が７．５ヘクタール

以上増加するもの 

(16) 条

例別表

第１９

号に掲

げる事

業 

ア 工事その他土地の形

状の変化に伴って生じ

る岩石、土及び砂利（以

下「発生土」という。）

の処分の事業又は発生

土による土地の造成の

事業（当該事業地内で

生じる発生土を盛土又

は埋立に使用するもの

を除く。以下同じ。）

であって森林法（昭和

２６年法律第２４９

号）第１０条の２第１

項の許可を受けて行う

もの 

Ａ、Ｂ及び

Ｃ地域 

施行区域の面積が１０ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｄ地域 施行区域の面積が７．５ヘク

タール以上であるもの 

イ 発生土の処分の事業

又は発生土による土地

Ａ、Ｂ及び

Ｃ地域 

施行区域の面積が１０ヘクタ

ール以上増加するもの 
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の造成の事業に係る規

模の変更の事業であっ

て森林法第１０条の２

第１項の許可を受けて

行うもの 

Ｄ地域 施行区域の面積が７．５ヘク

タール以上増加するもの 

(17) 条

例別表

第２２

号に掲

げる事

業 

都市計画法第２９条第１

項の許可を受けて行う開

発行為の事業（条例別表

第１号から第２１号まで

に掲げるものを除く。） 

Ａ地域 施行区域の面積が５０ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｂ地域 施行区域の面積が４５ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｃ地域 施行区域の面積が３０ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｄ地域 施行区域の面積が１５ヘクタ

ール以上であるもの 

(18) 条

例別表

第２３

号に掲

げる事

業 

条例別表第１１号から第

１５号まで及び第２２号

に掲げるもののうち、い

ずれか２以上のものを複

合して開発する事業 

Ａ地域 施行区域又は工業団地の面積

の合計が５０ヘクタール以上

であるもの 

Ｂ地域 施行区域又は工業団地の面積

が４５ヘクタール以上である

もの 

Ｃ地域 施行区域又は工業団地の面積

が３０ヘクタール以上である

もの 

Ｄ地域 施行区域又は工業団地の面積

が１５ヘクタール以上である

もの 

備考 

１ この表において、「Ａ地域」とは都市再生特別措置法第２条第３項に規定する

都市再生緊急整備地域及び都市計画法第８条第１項第１号に規定する工業専用

地域を、「Ｂ地域」とは同法第７条第２項に規定する市街化区域のうち「Ａ地域」

を除く地域を、「Ｄ地域」とは同条第３項に規定する市街化調整区域のうち市長

が告示した地域を、「Ｃ地域」とは市街化調整区域のうち「Ｄ地域」を除く地域

をいう。 

２ この表の第４号の出力には、大阪府気候変動対策の推進に関する条例第３３条

第１項の規定による届出に係る発電設備の出力を含まないものとする。 

３ この表の第５号ウにおける換算は、次の表の左欄に掲げる燃料の種類ごとに、

それぞれ同表の中欄に掲げる量を同表の右欄に掲げる量に換算するものとする。 

 

燃料の種類 燃料の量 重油の量 

原油又は軽油 １リットル ０.９５リットル 
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ナフサ又は灯油 １リットル ０.９０リットル 

液化天然ガス １キログラム １.３リットル 

液化石油ガス １キログラム １.２リットル 

都市ガス（温度摂氏０

度、圧力１気圧の状態

に換算して１立方メ

ートル当たり４５,０

００キロジュールの

熱量を有するもの） 

温度摂氏０度、圧力１気

圧の状態に換算した１

立方メートル 

１.１４リットル 

その他の燃料 １リットル（固形燃料又

は気体燃料にあっては、

１キログラム） 

当該燃料の量１リットル（固

形燃料又は気体燃料にあっ

ては、１キログラム）当たり

の発熱量に相当する発熱量

を有する重油（発熱量１リッ

トル当たり３９,６００キロ

ジュール）の量 

４ この表の第７号アの規定による換算に当たっては、この表の第４号ア及びイ並

びに第５号ア及びイに該当する事業に係るばい煙発生施設等並びに大阪府気候

変動対策の推進に関する条例第３３条第１項の規定による届出に係る発電設備

の燃料及び原料の量を重油に換算した量については、これを算定しない。 

５ この表の第７号イの規定による平均排出水量の算定に当たっては、この表の第

４号ア及びイ並びに第５号ア及びイに該当する事業に係る特定施設等又は届出

施設の平均排出水量については、これを算定しない。 

６ この表の第７号において、増設の事業における「燃料及び原料の量を重油に換

算した量」及び「平均排出水量」とは、当該増設される施設に係る燃料及び原料

の重油に換算した量並びに平均排出水量をいう。 

７ この表の第７号アにおける原料の量の重油の量への換算は、次の表の左欄に掲

げる原料の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる量を同表の右欄に掲げる量

に換算して行うものとする。 

原料の種類 原料の量 重油の量 

令別表の３の項に掲げる

焼却炉において用いられ

る原料 

１キログラム ０.２３リットル 

令別表の８の項に掲げる

触媒再生塔において用い

られる原料 

１リットル ０.０２３リットル 

令別表の１２の項に掲げ

る電気炉（アーク炉に限

る。）において用いられ

１キログラム ０.０８リットル 
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る原料 

令別表の１３の項に掲げ

る廃棄物焼却炉において

用いられる一般廃棄物 

１キログラム ０.５６リットル 

その他の原料 １キログラム 当該原料の量１キログラム当

たりの処理に伴い発生する窒

素酸化物の量に相当する窒素

酸化物の量を排出する重油

（重油１リットル当たり窒素

酸化物を０.００２３６キロ

グラム排出するものとする。）

の量 

８ この表の第７号アによる燃料の量の重油の量への換算については、備考３の規

定を準用して行うものとする。ただし、備考７において重油の量への換算が行わ

れる原料を使用するばい煙発生施設等において使用される燃料の量については、

重油の量への換算は行わない。 
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２ 第２種分類事業 

(1) 条例

別表第

４号に

掲げる

事業 

ア 風力発電所の設置の

工事の事業 

全地域 出力が１，５００キロワット

以上であるもの 

イ 風力発電所の変更の

工事の事業 

全地域 出力が１，５００キロワット

以上である発電設備の新設を

伴うもの 

(2) 条例

別表第

５号に

掲げる

事業 

ア 一般廃棄物最終処分

場又は産業廃棄物最終

処分場の設置の事業 

全地域 埋立処分の用に供される場所

の面積が５ヘクタール以上

７．５ヘクタール未満のもの 

イ 一般廃棄物最終処分

場又は産業廃棄物最終

処分場の規模の変更の

事業 

全地域 埋立処分の用に供される場所

の面積が５ヘクタール以上増

加するもの 

(3) 条例

別表第

７号に

掲げる

事業 

特定施設等を設置する工

場又は事業場（終末処理

場を除く。）の設置及び

増設の事業 

全地域 特定施設等から排出される１

日当たりの平均的な排出水の

量（汚水又は廃液に限る。以

下「平均汚水等排出水量」と

いう。）が１,０００立方メー

トル以上であるもの 

(4) 条例

別表第

８号に

掲げる

事業 

科学技術に関する研究、

試験又は検査を行う施設

の新設の事業 

Ａ地域 敷地の面積が５０ヘクタール

以上であるもの 

Ｂ地域 敷地の面積が３０ヘクタール

以上であるもの 

Ｃ地域 敷地の面積が２０ヘクタール

以上であるもの 

Ｄ地域 敷地の面積が１０ヘクタール

以上であるもの 

(5) 条例

別表第

９号に

掲げる

事業 

建築物の新築の事業 Ｂ、Ｃ及び

Ｄ地域 

建築基準法施行令第２条第１

項第４号に掲げる延べ面積が

５０,０００平方メートル以

上で、かつ、同項第６号に掲

げる建築物の高さが１００メ

ートル以上のもの（同項第４

号に掲げる延べ面積が１０

０,０００平方メートル以上

で、かつ、同項第６号に掲げ

る建築物の高さが１５０メー

トル以上であるものを除く。） 
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(6) 条例

別表第

１０号

に掲げ

る事業 

公有水面埋立法第１条第

１項の公有水面の埋立て

又は同条第２項の公有水

面の干拓の事業 

全地域 埋立又は干拓に係る区域の面

積が１０ヘクタール以上１５

ヘクタール以下のもの 

(7) 条例

別表第

１１号

に掲げ

る事業 

土地区画整理法第２条第

１項に規定する土地区画

整理事業である事業 

Ｂ地域 施行区域の面積が３０ヘクタ

ール以上４５ヘクタール未満

であるもの 

Ｃ地域 施行区域の面積が２０ヘクタ

ール以上３０ヘクタール未満

であるもの 

Ｄ地域 施行区域の面積が１０ヘクタ

ール以上１５ヘクタール未満

であるもの 

(8) 条例

別表第

１２号

に掲げ

る事業 

新住宅市街地開発法第２

条第１項に規定する新住

宅市街地開発事業である

事業 

Ｂ地域 施行区域の面積が３０ヘクタ

ール以上４５ヘクタール未満

であるもの 

Ｃ地域 施行区域の面積が２０ヘクタ

ール以上３０ヘクタール未満

であるもの 

Ｄ地域 施行区域の面積が１０ヘクタ

ール以上１５ヘクタール未満

であるもの 

(9) 条例

別表第

１３号

に掲げ

る事業 

ア 近畿圏の近郊整備区

域及び都市開発区域の

整備及び開発に関する

法律第２条第４項に規

定する工業団地造成事

業である事業 

Ｂ地域 施行区域の面積が３０ヘクタ

ール以上４５ヘクタール未満

であるもの 

Ｃ地域 施行区域の面積が２０ヘクタ

ール以上３０ヘクタール未満

であるもの 

Ｄ地域 施行区域の面積が１０ヘクタ

ール以上１５ヘクタール未満

であるもの 

イ 工場立地法第４条第

１項第３号イに掲げる

工業団地の造成の事業 

Ｂ地域 工業団地の面積が３０ヘクタ

ール以上４５ヘクタール未満

であるもの 

Ｃ地域 工業団地の面積が２０ヘクタ

ール以上３０ヘクタール未満

であるもの 
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Ｄ地域 工業団地の面積が１０ヘクタ

ール以上１５ヘクタール未満

であるもの 

(10) 条

例別表

第１４

号に掲

げる事

業 

新都市基盤整備法第２条

第１項に規定する新都市

基盤整備事業である事業 

Ｂ地域 施行区域の面積が３０ヘクタ

ール以上４５ヘクタール未満

であるもの 

Ｃ地域 施行区域の面積が２０ヘクタ

ール以上３０ヘクタール未満

であるもの 

Ｄ地域 施行区域の面積が１０ヘクタ

ール以上１５ヘクタール未満

であるもの 

(11) 条

例別表

第１５

号に掲

げる事

業 

流通業務市街地の整備に

関する法律第２条第２項

に規定する流通業務団地

造成事業である事業 

Ｂ地域 施行区域の面積が３０ヘクタ

ール以上４５ヘクタール未満

であるもの 

Ｃ地域 施行区域の面積が２０ヘクタ

ール以上３０ヘクタール未満

であるもの 

Ｄ地域 施行区域の面積が１０ヘクタ

ール以上１５ヘクタール未満

であるもの 

(12) 条

例別表

第１６

号に掲

げる事

業 

土地改良法（昭和２４年

法律第１９５号）第２条

第２項第３号に規定する

農用地の造成の事業 

Ｃ地域 施行区域の面積が２０ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｄ地域 施行区域の面積が１０ヘクタ

ール以上であるもの 

(13) 条

例別表

第１７

号に掲

げる事

業 

都市公園法（昭和３１年

法律第７９号）第２条第

１項に規定する都市公園

の新設の事業 

Ｃ地域 施行区域の面積が２０ヘクタ

ール以上であるもの 

Ｄ地域 施行区域の面積が１０ヘクタ

ール以上であるもの 

(14) 条

例別表

第１８

号に掲

げる事

ア 採石の事業 Ｃ地域 採掘面積が１０ヘクタール以

上１５ヘクタール未満である

もの 

Ｄ地域 採掘面積が５ヘクタール以上

７．５ヘクタール未満である



40 

 

業 もの 

イ 採石の事業の規模の

変更の事業 

Ｃ地域 採掘面積が１０ヘクタール以

上増加するもの 

Ｄ地域 採掘面積が５ヘクタール以上

増加するもの 

(15) 条

例別表

第１９

号に掲

げる事

業 

ア 発生土の処分の事業

又は発生土による土地

の造成の事業であって

森林法第１０条の２第

１項の許可を受けて行

うもの 

Ｄ地域 施行区域の面積が５ヘクター

ル以上７．５ヘクタール未満

であるもの 

イ 発生土の処分の事業

又は発生土による土地

の造成の事業に係る規

模の変更の事業 

Ｄ地域 施行区域の面積が５ヘクター

ル以上増加するもの 

(16) 条

例別表

第２０

号に掲

げる事

業 

ア 小売店舗及び附帯施

設に係る道路の路面外

に設置される自動車の

駐車のための施設（臨

時的に設置するものを

除く。以下「駐車場等」

という。）の新設の事

業 

全地域 同時に駐車することのできる

自動車の台数が２,０００台

以上である駐車場等を設ける

もの 

イ 小売店舗及び附帯施

設に係る駐車場等の増

設の事業 

全地域 同時に駐車することのできる

自動車の台数が２,０００台

以上増加するもの 

(17) 条

例別表

第２１

号に掲

げる事

業 

ア 地下街の新設の事業 Ａ及びＢ地

域 

地表面からの深さが２０メー

トル以上である部分の容積が

５００,０００立方メートル

以上の地下街を設けるもの 

イ 地下街の増設の事業 Ａ及びＢ地

域 

地表面からの深さが２０メー

トル以上である部分の容積が

５００,０００立方メートル

以上増加するもの 

(18) 条

例別表

都市計画法第２９条第１

項の許可を受けて行う開

Ｂ地域 施行区域の面積が３０ヘクタ

ール以上４５ヘクタール未満
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第２２

号に掲

げる事

業 

発行為の事業（条例別表

第１号から第２１号まで

に掲げるものを除く。） 

であるもの 

Ｃ地域 施行区域の面積が２０ヘクタ

ール以上３０ヘクタール未満

であるもの 

Ｄ地域 施行区域の面積が１０ヘクタ

ール以上１５ヘクタール未満

であるもの 

(19) 条

例別表

第２３

号に掲

げる事

業 

条例別表第１１号から第

１５号まで及び第２２号

に掲げるもののうち、い

ずれか２以上のものを複

合して開発する事業 

Ｂ地域 施行区域の面積の合計が３０

ヘクタール以上４５ヘクター

ル未満であるもの 

Ｃ地域 施行区域の面積の合計が２０

ヘクタール以上３０ヘクター

ル未満であるもの 

Ｄ地域 施行区域の面積の合計が１０

ヘクタール以上１５ヘクター

ル未満であるもの 

備考 

１ この表において、「Ａ地域」とは都市再生特別措置法第２条第３項に規定する

都市再生緊急整備地域及び都市計画法第８条第１項第１号に規定する工業専用

地域を、「Ｂ地域」とは同法第７条第２項に規定する市街化区域のうち「Ａ地域」

を除く地域を、「Ｄ地域」とは同条第３項に規定する市街化調整区域のうち市長

が告示した地域を、「Ｃ地域」とは市街化調整区域のうち「Ｄ地域」を除く地域

をいう。 

２ この表の第３号において、増設の事業における「平均汚水等排出水量」とは、

当該増設される施設に係る平均汚水等排出水量をいう。 
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別表第２（第２５条関係） 

事業の種類 行     為 

(1) 条例別表第１号

に掲げる事業 

ア 高速自動車国道法第５条第３項の規定による整備計画の決定

又は変更 

イ 道路整備特別措置法（昭和３１年法律第７号）第３条第１項

若しくは第６項、第１０条第１項若しくは第４項若しくは第１

２条第１項若しくは第６項の許可の申請又は第１８条第１項の

条例の制定若しくは同条第３項の規定による届出 

ウ 道路法第１８条第１項の規定による道路の区域の決定又は変

更 

エ 道路運送法第５条第１項の許可の申請、同法第１５条第 1項

（同法第４３条第５項において準用する場合を含む。）の認可

の申請、同法第４３条第１項の許可の申請、同法第４７条第１

項の免許の申請又は同法第５０条第１項（同法第７５条第３項

において準用する場合を含む。）、第５４条第１項（同法第６

７条又は第７５条第３項において準用する場合を含む。）若し

くは第６６条第１項の認可の申請 

(2) 条例別表第２号

に掲げる事業 

ア 鉄道事業法第８条第１項、第９条第１項（同法第１２条第４

項において準用する場合を含む。）又は第１２条第１項の認可

の申請 

イ 軌道法第５条第１項の認可の申請又は軌道法施行令（昭和２

８年政令第２５８号）第６条第１項の認可の申請 

(3) 条例別表第３号

に掲げる事業 

航空法（昭和２７年法律第２３１号）第３８条第１項若しくは第

４３条第１項の許可の申請又は同法第５５条の２第３項において

準用する同法第３８条第３項の規定による告示 

(4) 条例別表第４号

に掲げる事業 

電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の登録の申

請、同法第２条の６第１項の変更登録の申請、同法第３条の許可

の申請、同法第９条第１項の規定による変更の届出（同法第２７

条の１２において準用する場合を含む。）、同法第２７条の４の

許可の申請、同法第２７条の１３第１項の規定による届出、同条

第７項の規定による変更の届出、同法第２７条の２７第１項の規

定による届出、同法第４７条第１項若しくは第２項の認可の申請

又は同法第４８条第１項の規定による届出 

(5) 条例別表第５号

に掲げる事業 

ア 廃棄物処理法第８条第１項若しくは第９条第１項の許可の申

請、廃棄物処理法第９条の３第１項若しくは第８項の規定によ

る届出又は廃棄物処理法第１５条第１項若しくは第１５条の２

の６第１項の許可の申請 

イ 広域臨海環境整備センター法（昭和５６年法律第７６号）第

２０条第３項の認可の申請 
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(6) 条例別表第６号

に掲げる事業 

下水道法第４条第２項（同条第６項において準用する場合を含

む。）の規定による協議、同条第４項（同条第６項において準用

する場合を含む。）の規定による届出、同法第２５条の２３第２

項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定による協

議又は同条第５項（同条第７項において準用する場合を含む。）

の規定による届出 

(7) 条例別表第７号

に掲げる事業 

ア 大気汚染防止法第６条第１項又は第８条第１項の規定による

届出 

イ 水質汚濁防止法第５条第１項又は第７条の規定による届出 

ウ 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）

第５条第１項又は第８条第１項の許可の申請 

エ 大阪府生活環境の保全等に関する条例第１９条第１項、第２

３条第１項、第５２条又は第５４条の規定による届出 

オ 建築基準法第６条第１項の確認の申請又は同法第１８条第２

項の規定による通知 

カ 工場立地法第６条第１項、第７条第１項若しくは第８条第１

項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律

（昭和４８年法律第１０８号）附則第３条第１項の規定による

届出 

キ 都市計画法第２９条第１項又は第３５条の２第１項の許可の

申請 

ク 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の登録

の申請、同法第２条の６第１項の変更登録の申請、同法第３条

の許可の申請、同法第９条第１項の規定による変更の届出（同

法第２７条の１２において準用する場合を含む。）、同法第２

７条の４の許可の申請、同法第２７条の１３第１項の規定によ

る届出、同条第７項の規定による変更の届出、同法第２７条の

２７第１項の規定による届出、同法第４７条第１項若しくは第

２項の認可の申請又は同法第４８条第１項の規定による届出 

(8) 条例別表第８号

に掲げる事業 

ア 大気汚染防止法第６条第１項又は第８条第１項の規定による

届出 

イ 水質汚濁防止法第５条第１項又は第７条の規定による届出 

ウ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条第１項又は第８条第１項

の許可の申請 

エ 大阪府生活環境の保全等に関する条例第１９条第１項、第２

３条第１項、第５２条又は第５４条の規定による届出 

オ 都市計画法第２９条第１項又は第３５条の２第１項の許可の

申請 

カ 建築基準法第６条第１項の確認の申請又は同法第１８条第２
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項の規定による通知 

(9) 条例別表第９号

に掲げる事業 

建築基準法第６条第１項の確認の申請又は同法第１８条第２項の

規定による通知 

(10) 条例別表第１

０号に掲げる事業 

公有水面埋立法第２条第１項の免許の出願又は同法第４２条第１

項の承認の申請 

(11) 条例別表第１

１号に掲げる事業 

土地区画整理法第４条第１項、第１０条第１項、第１４条第１項

若しくは第３項、第３９条第１項、第５１条の２第１項、第５１

条の１０第１項、第５２条第１項又は第５５条第１２項の認可の

申請 

(12) 条例別表第１

２号に掲げる事業 

都市計画法第１７条第１項（同法第２１条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による公告 

(13) 条例別表第１

３号に掲げる事業 

ア 都市計画法第１７条第１項（同法第２１条第２項において準

用する場合を含む。）の規定による公告又は同法第２９条第１

項若しくは第２項の許可の申請 

イ 土地区画整理法第４条第１項、第１４条第１項若しくは第３

項、第５１条の２第１項又は第５２条第１項の認可の申請 

ウ 工場立地法第６条第１項、第７条第１項若しくは第８条第１

項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附

則第３条第１項の規定による届出 

(14) 条例別表第１

４号に掲げる事業 

都市計画法第１７条第１項（同法第２１条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による公告 

(15) 条例別表第１

５号に掲げる事業 

都市計画法第１７条第１項（同法第２１条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による公告 

(16) 条例別表第１

６号に掲げる事業 

土地改良法第５条第１項、第４８条第１項（同法第８４条におい

て準用する場合を含む。）、第９５条第１項若しくは第９５条の

２第１項の認可の申請、同法第８５条第１項、第８５条の２第１

項若しくは第８５条の４第１項の規定による申請、同法第８５条

の２第７項若しくは第８８条第７項若しくは第１２項の同意、同

法第８８条第１項の規定による公告、同法第８７条の２第６項（同

法第８８条第１４項において準用する場合を含む。）の規定によ

る協議又は第９６条の２第６項（第９６条の３第５項において準

用する場合を含む。）の規定による報告 

(17) 条例別表第１

７号に掲げる事業 

都市計画法第１７条第１項（同法第２１条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による公告 

(18) 条例別表第１

８号に掲げる事業 

ア 採石法第３３条又は第３３条の５第１項の認可の申請 

イ 砂利採取法(昭和４３年法律第７４号)第１６条又は第２０条

第１項の認可の申請 

ウ 河川法(昭和３９年法律第１６７号)第２５条、第２７条第１
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項若しくは第５５条第１項の許可の申請又は同法第９５条の協

議の成立 

(19) 条例別表第１

９号に掲げる事業 

ア 森林法第１０条の２第１項の許可の申請 

イ 堺市土砂埋立て等の規制に関する条例（令和２年条例第４８

号）第９条又は第１５条第１項の許可の申請 

(20) 条例別表第２

０号に掲げる事業 

ア 都市計画法第２９条第１項又は第３５条の２第１項の許可の

申請 

イ 建築基準法第６条第１項の確認の申請又は同法第１８条第２

項の規定による通知 

ウ 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）第１２条の規定によ

る届出 

エ 自動車ターミナル法（昭和３４年法律第１３６号）第３条又

は第１１条第１項の許可の申請 

オ 道路整備特別措置法第３条第１項若しくは第６項若しくは第

１０条第１項若しくは第４項の許可の申請又は第１８条第１項

の条例の制定若しくは同条第３項の規定による届出 

カ 道路法第１８条第１項の規定による道路の区域の決定若しく

は変更又は同法第３２条第１項の許可の申請 

キ 道路運送法第５条第１項の許可の申請、同法第１５条第 1項

（同法第４３条第５項において準用する場合を含む。）の認可

の申請、同法第４３条第１項の許可の申請、同法第４７条第１

項の免許の申請又は同法第５０条第１項（同法第７５条第３項

において準用する場合を含む。）、第５４条第１項（同法第６

７条又は第７５条第３項において準用する場合を含む。）若し

くは第６６条第１項の認可の申請 

(21) 条例別表第２

１号に掲げる事業 

ア 都市計画法第２９条第１項又は第３５条の２第１項の許可の

申請 

イ 建築基準法第６条第１項の確認の申請又は同法第１８条第２

項の規定による通知 

ウ 道路法第３２条第１項の許可の申請 

エ 共同溝の整備等に関する特別措置法（昭和３８年法律第８１

号）第５条第４項後段の規定による公示 

オ 下水道法第４条第２項（同条第６項において準用する場合を

含む。）の規定による協議、同条第４項（同条第６項において

準用する場合を含む。）の規定による届出、同法第２５条の２

３第２項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定

による協議又は同条第５項（同条第７項において準用する場合

を含む。）の規定による届出 

カ 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第６条第１項又は第１
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０条第１項の認可の申請 

キ 電気事業法第６５条第１項の許可の申請 

ク ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第１６６条第１項の

許可の申請 

ケ 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２８条第１

項の認可の申請 

(22) 条例別表第２

２号に掲げる事業 

ア 都市計画法第２９条第１項又は第３５条の２第１項の許可の

申請 

イ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５

５号）附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされ

る同法による改正前の宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１

９１号）第８条第１項本文の許可の申請、同法第１１条（同法

第１２条第３項において準用する場合を含む。）の協議又は同

法第１２条第１項の許可の申請 

ウ 建築基準法第６条第１項の確認の申請又は同法第１８条第２

項の規定による通知 

エ 森林法第１０条の２第１項の許可の申請 

オ 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第２８条

の規定による地方公共団体の長の意見の聴取 

カ 独立行政法人都市再生機構法（平成１５年法律第１００号）

第１４条第５項若しくは第６項又は附則第１２条第１３項の規

定による地方公共団体の意見の聴取 

キ 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条第１項又は第５

条第１項の許可の申請 

ク 墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）第１

０条第１項の許可の申請 
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別表第３（第６２条関係） 

(1) 別表第１

の１の項の

表第１号に

掲げる事業 

道路の長さ 道路の長さが１０パーセント以上増加しな

いこと。 

対象事業実施区域の位

置 

変更前の対象事業実施区域から１００メー

トル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

車線の数 車線の数が増加しないこと。 

設計速度 設計速度が増加しないこと。 

盛土、切土、トンネル、

橋若しくは高架又はそ

の他の構造の別 

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又

はその他の構造の別が連続した１，０００

メートル以上の区間において変更しないこ

と。 

インターチェンジ等区

域の位置 

変更前のインターチェンジ等区域から５０

０メートル以上離れた区域が新たにインタ

ーチェンジ等区域とならないこと。 

(2) 別表第１

の１の項の

表第２号に

掲げる事業 

鉄道又は軌道の長さ 鉄道又は軌道の長さが１０パーセント以上

増加しないこと。 

本線路施設区域の位置 変更前の本線路施設区域から１００メート

ル以上離れた区域が新たに本線路施設区域

とならないこと。 

本線路の数 本線路の増設がないこと 

鉄道又は軌道の施設の

設計の基礎となる列車

又は車両の最高速度 

鉄道又は軌道の施設の設計の基礎となる列

車又は車両の最高速度が地上の部分におい

て１０キロメートル毎時を超えて増加しな

いこと。 

運行される列車又は車

両の本数 

地上の部分において、運行される列車又は

車両の本数が１０パーセント以上増加せ

ず、又は１日当たり１０本を超えて増加し

ないこと。 

盛土、切土、トンネル、

橋若しくは高架又はそ

の他の構造の別 

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又

はその他の構造の別が連続した１，０００

メートル以上の区間において変更しないこ

と。 

車庫又は車両検査修繕

施設の区域の面積 

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が

１０ヘクタール以上増加しないこと。 

(3) 別表第１

の１の項の

ヘリポート及びその施

設の面積 

ヘリポート及びその施設の面積が１０パー

セント以上増加しないこと。 
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表第３号に

掲げる事業 

年間離着陸回数 年間離着陸回数が１０パーセント以上増加

しないこと。 

(4) 別表第１

の１の項の

表第４号に

掲げる事業 

発電所又は発電設備の

出力 

発電所又は発電設備の出力が１０パーセン

ト以上増加しないこと。 

対象事業実施区域の位

置 

変更前の対象事業実施区域から３００メー

トル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

原動力についての汽力，

ガスタービン，内燃力又

はこれらを組み合わせ

たものの別 

変更しないこと。 

燃料の種類 変更しないこと。 

冷却方式についての冷

却塔，冷却池又はその他

のものの別 

変更しないこと。 

年間燃料使用量 年間燃料使用量が１０パーセント以上増加

しないこと。 

ばい煙の時間排出量 ばい煙の時間排出量が１０パーセント以上

増加しないこと。 

煙突の高さ 煙突の高さが１０パーセント以上減少しな

いこと。 

温排水の排出先の水面

又は水中の別 

変更しないこと。 

放水口の位置 放水口が１００メートル以上移動しないこ

と。 

(5) 別表第１

の１の項の

表第５号ア

に掲げる事

業 

処理能力 １日当たりの処理能力が１０パーセント以

上増加しないこと。 

煙突の高さ 煙突の高さが１０パーセント以上減少しな

いこと。 

対象事業実施区域の位

置 

変更前の対象事業実施区域から１００メー

トル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

ばい煙の時間排出量 ばい煙の時間排出量が１０パーセント以上

増加しないこと。 

(6) 別表第１

の１の項の

処理能力 １日当たりの処理能力が１０パーセント以

上増加しないこと。 
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表第５号イ

に掲げる事

業 

煙突の高さ 煙突の高さが１０パーセント以上減少しな

いこと。 

対象事業実施区域の位

置 

変更前の対象事業実施区域から１００メー

トル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

(7) 別表第１

の１の項の

表第５号ウ

に掲げる事

業 

処理能力（汚泥、廃酸又

は廃アルカリを焼却す

る産業廃棄物焼却施設

にあっては、バーナーを

定格能力で運転する場

合において使用される

燃料の量を重油に換算

した量） 

１日当たりの処理能力（汚泥、廃酸又は廃

アルカリを焼却する産業廃棄物焼却施設に

あっては、バーナーを定格能力で運転する

場合において使用される燃料の量を重油に

換算した量）が１０パーセント以上増加し

ないこと。 

煙突の高さ 煙突の高さが１０パーセント以上減少しな

いこと。 

対象事業実施区域の位

置 

変更前の対象事業実施区域から１００メー

トル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

廃棄物の種類 変更しないこと。 

ばい煙の時間排出量 ばい煙の時間排出量が１０パーセント以上

増加しないこと。 

(8) 別表第１

の１の項の

表第５号エ

又はオに掲

げる事業 

埋立処分の用に供され

る場所の面積 

新たに埋立処分の用に供される場所となる

部分の面積が変更前の埋立処分の用に供さ

れる場所の面積の１０パーセント未満であ

ること。 

最終処分場の別 変更しないこと。 

埋立容量 埋立容量が１０パーセント以上増加しない

こと。 

(9) 別表第１

の１の項の

表第６号に

掲げる事業 

計画処理人口 計画処理人口が１０パーセント以上増加し

ないこと。 

対象事業実施区域の位

置 

変更前の対象事業実施区域から１００メー

トル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

(10) 別表第

１の１の項

の表第７号

アに掲げる

事業 

燃料使用量 燃料使用量が１０パーセント以上増加しな

いこと。 

対象事業実施区域の位

置 

変更前の対象事業実施区域から１００メー

トル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 
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燃料の種類 変更しないこと。 

煙突の高さ 煙突の高さが１０パーセント以上減少しな

いこと。 

(11) 別表第

１の１の項

の表第７号

イに掲げる

事業 

平均排出水量 平均排出水量が１０パーセント以上増加し

ないこと。 

対象事業実施区域の位

置 

変更前の対象事業実施区域から１００メー

トル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

(12) 別表第

１の１の項

の表第８号

に掲げる事

業 

建築物の延べ面積 建築物の延べ面積が１０パーセント以上増

加しないこと。 

建築物の高さ 建築物の高さが１０パーセント以上増加し

ないこと。 

対象事業実施区域の位

置 

変更前の対象事業実施区域から１００メー

トル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

(13) 別表第

１の１の項

の表第９号

に掲げる事

業 

埋立又は干拓に係る区

域の面積 

新たに埋立又は干拓に係る区域となる部分

の面積が変更前の埋立又は干拓に係る区域

となる部分の面積の１０パーセント未満で

あること。 

対象事業実施区域の位

置 

変更前の対象事業実施区域から５００メー

トル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

(14) 別表第

１の１の項

の表第１０

号から第１

４号までに

掲げる事業 

施行区域の面積 新たに施行区域となる部分の面積が変更前

の施行区域の面積の１０パーセント未満で

あり、かつ、１０ヘクタール未満であるこ

と。 

土地の利用計画におけ

る工業の用、商業の用、

住宅の用又はその他の

利用目的ごとの土地の

面積 

土地の利用計画における工業の用の土地の

面積が変更前の当該土地の面積の２０パー

セント以上増加せず，又は１０ヘクタール

以上増加しないこと。 

(15) 別表第

１の１の項

の表第１５

号に掲げる

事業 

採掘区域の面積 新たに採掘区域となる部分の面積が変更前

の採掘区域の面積の１０パーセント未満で

あり、かつ、５ヘクタール未満であること。 
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(16) 別表第

１の１の項

の表第１６

号に掲げる

事業 

施行区域の面積 新たに施行区域となる部分の面積が変更前

の施行区域の面積の１０パーセント未満で

あり、かつ、５ヘクタール未満であること。 

(17) 別表第

１の１の項

の表第１７

号に掲げる

事業 

施行区域の面積 新たに施行区域となる部分の面積が変更前

の施行区域の面積の１０パーセント未満で

あり、かつ、１０ヘクタール未満であるこ

と。 

土地の利用目的 変更しないこと。 

(18) 別表第

１の１の項

の表第１８

号に掲げる

事業 

施行区域の面積 新たに施行区域となる部分の面積が変更前

の施行区域の面積の１０パーセント未満で

あり、かつ、１０ヘクタール未満であるこ

と。 

土地の利用計画におけ

る工業の用、商業の用、

住宅の用又はその他の

利用目的ごとの土地の

面積 

土地の利用計画における工業の用の土地の

面積が変更前の当該土地の面積の２０パー

セント以上増加せず，又は１０ヘクタール

以上増加しないこと。 

(19) 別表第

１の２の項

の表第１号

に掲げる事

業 

発電所又は発電設備の

出力 

発電所又は発電設備の出力が１０パーセン

ト以上増加しないこと。 

対象事業実施区域の位

置 

変更前の対象事業実施区域から３００メー

トル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

(20) 別表第

１の２の項

の表第２号

に掲げる事

業 

埋立処分の用に供され

る場所の面積 

新たに埋立処分の用に供される場所となる

部分の面積が変更前の埋立処分の用に供さ

れる場所の面積の１０パーセント未満であ

ること。 

最終処分場の別 変更しないこと。 

埋立容量 埋立容量が１０パーセント以上増加しない

こと。 

(21) 別表第

１の２の項

の表第３号

に掲げる事

業 

平均汚水等排出水量 平均汚水等排出水量が１０パーセント以上

増加しないこと。 

対象事業実施区域の位

置 

変更前の対象事業実施区域から１００メー

トル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 
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(22) 別表第

１の２の項

の表第４号

に掲げる事

業 

敷地の面積 新たに敷地となる部分の面積が変更前の敷

地の面積の１０パーセント未満であること。 

対象事業実施区域の位

置 

変更前の対象事業実施区域から１００メー

トル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

(23) 別表第

１の２の項

の表第５号

に掲げる事

業 

建築物の延べ面積 建築物の延べ面積が１０パーセント以上増

加しないこと。 

建築物の高さ 建築物の高さが１０パーセント以上増加し

ないこと。 

対象事業実施区域の位

置 

変更前の対象事業実施区域から１００メー

トル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

(24) 別表第

１の２の項

の表第６号

に掲げる事

業 

埋立又は干拓に係る区

域の面積 

新たに埋立又は干拓に係る区域となる部分

の面積が変更前の埋立又は干拓に係る区域

となる部分の面積の１０パーセント未満で

あること。 

対象事業実施区域の位

置 

変更前の対象事業実施区域から５００メー

トル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

(25) 別表第

１の２の項

の表第７号

から第１１

号に掲げる

事業 

施行区域の面積 新たに施行区域となる部分の面積が変更前

の施行区域の面積の１０パーセント未満で

あり、かつ、１０ヘクタール未満であるこ

と。 

土地の利用計画におけ

る工業の用、商業の用、

住宅の用又はその他の

利用目的ごとの土地の

面積 

土地の利用計画における工業の用の土地の

面積が変更前の当該土地の面積の２０パー

セント以上増加せず，又は１０ヘクタール

以上増加しないこと。 

(26) 別表第

１の２の項

の表第１２

号及び第１

３号に掲げ

る事業 

施行区域の面積 新たに施行区域となる部分の面積が変更前

の施行区域の面積の１０パーセント未満で

あり、かつ、１０ヘクタール未満であるこ

と。 

(27) 別表第

１の２の項

の表第１４

号に掲げる

事業 

採掘区域の面積 新たに採掘区域となる部分の面積が変更前

の採掘区域の面積の１０パーセント未満で

あり、かつ、５ヘクタール未満であること。 
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(28) 別表第

１の２の項

の表第１５

号に掲げる

事業 

施行区域の面積 新たに施行区域となる部分の面積が変更前

の施行区域の面積の１０パーセント未満で

あり、かつ、５ヘクタール未満であること。 

(29) 別表第

１の２の項

の表第１６

号に掲げる

事業 

同時に駐車することが

できる自動車の台数 

同時に駐車することができる自動車の台数

が１０パーセント以上増加しないこと。 

対象事業実施区域の位

置 

変更前の対象事業実施区域から１００メー

トル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

(30) 別表第

１の２の項

の表第１７

号に掲げる

事業 

地表面からの深さが２

０メートル以上である

部分の容積 

地表面からの深さが２０メートル以上であ

る部分の容積が１０パーセント以上増加し

ないこと。 

対象事業実施区域の位

置 

変更前の対象事業実施区域から１００メー

トル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

(31) 別表第

１の２の項

の表第１８

号に掲げる

事業 

施行区域の面積 新たに施行区域となる部分の面積が変更前

の施行区域の面積の１０パーセント未満で

あり、かつ、１０ヘクタール未満であるこ

と。 

土地の利用目的 変更しないこと。 

(32) 別表第

１の２の項

の表第１９

号に掲げる

事業 

施行区域の面積 新たに施行区域となる部分の面積が変更前

の施行区域の面積の１０パーセント未満で

あり、かつ、１０ヘクタール未満であるこ

と。 

土地の利用計画におけ

る工業の用、商業の用、

住宅の用又はその他の

利用目的ごとの土地の

面積 

土地の利用計画における工業の用の土地の

面積が変更前の当該土地の面積の２０パー

セント以上増加せず，又は１０ヘクタール

以上増加しないこと。 

備考 

１ この表の第１号において、「インターチェンジ等区域」とは、高速自動車国道、

阪神高速道路及び自動車専用道路（以下これらを「高速自動車国道等」という。）

と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道等の施設その他道路

と交通の用に供する施設を連結させるための施設で当該高速自動車国道等の施設

に準じる規模を有するものを設置する区域をいう。 

２ この表の第２号において、「本線路施設区域」とは、対象事業の実施を予定して

いる区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。 

３ この表の第７号において、「廃棄物の種類」とは、廃棄物の処理及び清掃に関す
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る法律施行令（昭和４６年政令第３００号。以下「廃掃法施行令」という。）第７

条第３号に掲げる汚泥（ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物

であるものを除く。）の焼却施設、同条第５号に掲げる廃油（廃ポリ塩化ビフェニ

ル等を除く。）の焼却施設、同条第８号に掲げる廃プラスチック類（ポリ塩化ビフ

ェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。）の焼却施設、同

条第１２号に掲げる廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ

塩化ビフェニル処理物の焼却施設若しくは同条第１３号の２に掲げる産業廃棄物

の焼却施設（同条第３号、第５号、第８号及び第１２号に掲げるものを除く。）の

別をいう。 

４ この表の第８号及び第２０号において、「最終処分場の別」とは、廃掃法施行令

第５条第２項に規定する一般廃棄物の最終処分場、廃掃法施行令第７条第１４号イ

に規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又

は同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別をいう。 

５ この表の第１０号において、「燃料使用量」とは、一の工場又は事業所に設置さ

れるばい煙発生施設等を定格能力で運転する場合において使用される燃料及び原

料の量を重油に換算した量をいう。 

 


